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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月30日に提出いたしました第105期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）有価証券

報告書の添付書類のうち、定款の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正

報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

定款

　

３ 【訂正箇所】

定款の訂正箇所には　　を付して表示しております。

訂正前 訂正後

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利）

第９条　当会社の株主（実質株主を含む。以下同

じ。）は、その有する単元未満株式について、

次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できない。

第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式に

ついて、次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができない。
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